
  

第１１回 大阪市ヘイトスピーチ審査会 次第 

 

日 時：平成 29年５月 29日（月） 

午前９時 30分～正午 

場 所：市役所本庁舎 地下 1階第 11共通会議室 

 

１ 開会 

２ 議題 

【条例第７条第２項に基づく事項に関する調査審議】 

（１）ヘイトスピーチを行ったものの氏名情報を取得するために市としてとりうる方策

にかかる調査審議 

【個別案件の調査審議】 

（２）前回の審議ポイントの確認 

（３）拡散防止の措置及び認識等の公表にかかる案件の調査審議 

（４）ヘイトスピーチ該当性等にかかる案件の調査審議 

【会議要旨の確認】 

（５）第 10回会議要旨の確認 

３ 閉会 


